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プロジェクト研究課題名 安定的かつ効率的な食料供給システムの構築に関する研究 

研 究 実 施 期 間 平成２６年度～平成２８年度 

プロジェクト研究の概要 

近年、単身世帯の増加等を背景に食の外部化が進展する中、簡便化志

向や低コスト化志向が強まる一方で、国内原料や製法にこだわった製品

等への質的なニーズも広がっており、食料消費の多様化に的確に対応し

たサプライチェーンの構築が求められている。 

こうした状況の下、ますます海外の農産物との競合関係が強まってい

くことが見込まれる中で、国内産農産物の需要を確保するためには、現

在輸入品が占めている国内市場でのシェアを国産農産物に置き換えて

いく必要があり、このため、主要農水産物のサプライチェーンの各段階

を通じた課題を明らかにし、その解消に向けたサプライチェーンの最適

化に向けた努力を続けるとともに、国内外の需要動向も見据えながら、

我が国の農林水産物・食品の強みを活かした需要拡大を図っていくこと

が重要である。 

また、国民が健康で豊かな食生活をおくるためには、安定的な食料

供給の下、各家庭レベルでの食料品へのアクセスが十分に確保されて

いる必要があるものの、高齢者を中心に食料品の買い物に不便や苦労

がある状況が顕在化している。このため、食料品アクセスが住民の健

康や栄養摂取に与える影響について分析を深めるとともに、これまで

実施されてきた食料品アクセス対策の効果等についても検証する必要

がある。 

さらに、平成２７年６月に創設された地理的表示保護制度によって認

定された農産物等の流通が本格化することが見込まれる。これを踏ま

え、高品質な国産農産物等の高付加価値化へ向けた取組を促進するた

め、当該制度を活用しブランド化に取り組む先駆的な事例の実態やその

効果を明らかにする必要がある。 

こうした現状を背景として、（１）海外の農産物との競合関係が強ま

ることが見込まれる中で、我が国の主要農産物等（麦類、大豆、野菜、

果実、水産物）を中心に、消費者ニーズに対応した形で的確に供給して

いくためのサプライチェーン各段階を通じた諸課題を解明するととも

に、国内外において国産農産物等の需要を拡大するための方策を検討し

た。また、（２）超高齢化社会におけるフードシステムのあり方に関す

る研究として、食料品アクセス問題が食品摂取および健康に及ぼす影響



について分析するとともに、これまで実施された食料品アクセス問題に

かかる対策について評価・分析を行った。さらに、（３）地域ブランド

について、品質管理の取組状況が評価に及ぼす影響等を分析し、ブラン

ド化を図る上での留意点や地理的表示保護制度の有効性を明らかにす

るとともに、実態調査等に基づき、地理的表示保護制度に取り組む上で

の課題とその対応方策を検討した。 

 

評 価 結 果  

 

○評価会議名及び開催日 

「安定的かつ効率的な食料

供給システムの構築に関す

る研究」プロジェクト研究

評価会 

平成２９年３月２２日（水） 

 

○評価委員名  

木立真直  委員  

（中央大学商学部教授） 

佐藤和憲  委員  

（岩手大学農学部教授） 

福田晋  委員  

（九州大学大学院農学研究

院教授） 

 

○評価基準  

・社会的ニーズへの対応 

S:非常に大きな意義がある 

A:大きな意義がある  

B:意義がある   

C:意義が小さい   

D:意義は見い出しがたい  

 

・政策の企画・立案への貢献 

S:非常に大きな貢献が見込める 

A:大きな貢献が見込める  

B:貢献が見込める  

C:貢献は小さい 

D:貢献は見込みがたい 

（小課題１）主要農水産物の品目別分析に関する研究 

【評価項目ごとの評価】（）内は３名の委員の投票数を示す。 

・社会的ニーズへの対応 

A:大きな意義がある（２） 

B:意義がある（１） 

・政策の企画・立案への貢献 

A:大きな貢献が見込める（２） 

B:意義が見込める（１） 

・学術面からみた研究成果の評価 

B:学術的に評価できる（２） 

C:学術的な評価はやや低い（１）  

・研究計画・研究資源・実施体制の妥当性 

B:概ね妥当である（２） 

C:やや妥当でない（１）  

・研究目標の達成度 

B:概ね達成している（３） 

・研究成果の実績 

B:評価できる（３） 

【総合評価】（）内は３名の委員の投票数を示す。 

２．目標を達成した（３） 

 

【評価委員からの主な意見】 

○ いずれの品目・分野の課題とも、昨今の経済、社会

情勢の下で強い社会的ニーズのある問題に対応した

ものである。 

○ 麦類、野菜、果樹、輸出の課題は政策の企画・立案

に直接的に貢献できると見込まれる。その他の課題

についても一定の貢献が見込まれる。 

○ 学界の研究水準を引き上げることに大きく貢献して

いると判断できる研究成果が含まれている一方、新

規に取り上げられた研究課題であるため端緒的な整

理にとどまっているものもある 

○ 麦類、野菜、果樹、輸出の課題については、目標を

十分達成している。その他の課題については、十分



 

・学術面からみた研究成

果の評価 

S:学術的に非常に高く評価できる 

A:学術的に高く評価できる 

B:学術的に評価できる  

C:学術的な評価はやや低い 

D:学術的な評価は低い  

 

・研究計画・研究資源

・実施体制の妥当性  

S:非常に良い  

A:妥当である  

B:概ね妥当である  

C:やや妥当でない  

D:妥当ではない  

 

・研究目標の達成度  

S:達成度は非常に高い   

A:達成度は高い  

B:概ね達成している  

C:達成度はやや低い  

D:達成度は低い  

 

・研究成果の実績  

S:非常に高く評価できる 

A:高く評価できる  

B:評価できる  

C:評価はやや低い  

D:評価は低い  

 

・総合評価  

１．目標を上回った 

２．目標を達成した 

３．目標を下回った 

４．目標を大きく下回った 

とは言えないが概ね達成している。 

○ 麦類、果樹、輸出の課題については、成果が学術誌

へ掲載されている。野菜の課題については、一般向

け雑誌や講演で多数発表されている。 

○  概ね所期の研究目標を達成しており、その成果は政

策の企画・立案に貢献できるものと見込まれる。一

方で、品目別の担当者によって課題の設定が必ずし

も整合性がなく、研究成果という点でバラツキが大

きかったという印象がある。人的資源・実施体制が

問題だとすれば複数名による共同研究体制により実

施することが必要かもしれない。  

 

（小課題２）食料品アクセス問題に関する研究 

【評価項目ごとの評価】（）内は３名の委員の投票数を示す。 

・社会的ニーズへの対応 

S:非常に大きな意義がある（１） 

A:大きな意義がある（２） 

・政策の企画・立案への貢献 

A:大きな貢献が見込める（１） 

B:貢献が見込める（２） 

・学術面からみた研究成果の評価 

A:学術的に高く評価できる（３） 

・研究計画・研究資源・実施体制の妥当性 

A:妥当である（３）  

・研究目標の達成 

A:達成度は高い（２）  

B:概ね達成している（１）  

・研究成果の実績 

A:高く評価できる（３） 

【総合評価】（）内は３名の委員の投票数を示す。 

１．目標を上回った（１） 

２．目標を達成した（２） 

 

【評価委員からの主な意見】 

○ 高齢化社会では喫緊な課題であり、社会的ニーズは

極めて高い。  

○ 学術的には研究のより一層の精緻化がなされたと高

く評価できる。ただし、この分析結果をどう政策の

立案に結び付けるのかについて明示的に示唆されて

いない。  

○ 研究計画に沿って調査、分析が進められており、実

施体制についても特段の問題はない。  

○ 学術面からも、多数の成果が学術誌に掲載されてお



り、高く評価できる。早急に様々なかたちで公表さ

れることを期待したい。  

○ プロジェクトとしての成果は着実に上がっていると

評価できる。食料品アクセス問題が高齢者世帯等の

貧困の問題と関わっていることを示したという点は

新たな知見であった。健康面への影響まで実証を行

おうとしているが、食料品アクセス問題との因果関

係が明白に言えるか、やや疑問である。 

 

（小課題３）地域ブランド分析に関する研究 

【評価項目ごとの評価】（）内は３名の委員の投票数を示す。 

・社会的ニーズへの対応 

S:非常に大きな意義がある （２） 

B:意義がある（１） 

・政策の企画・立案への貢献 

A:大きな貢献が見込める（２） 

C:貢献は小さい（１） 

・学術面からみた研究成果の評価 

A:学術的に高く評価できる （１） 

B:学術的に評価できる （１） 

C:学術的な評価はやや低い （１） 

・研究計画・研究資源・実施体制の妥当性 

A:妥当である（２）  

B:概ね妥当である（１）  

・研究目標の達成度 

A:達成度は高い（１）  

B:概ね達成している（１） 

C:達成度はやや低い（１） 

・研究成果の実績 

A:高く評価できる（１） 

B:評価できる（１） 

C:評価はやや低い（１） 

【総合評価】（）内は３名の委員の投票数を示す。 

２．目標を達成した（３） 

 

【評価委員からの主な意見】 

○ 地域ブランドは、農業の収益性向上、六次産業化

を支える制度として、今後、社会的ニーズは益々

高まるとみられる。 

○ 地理的表示保護制度が動き出し、これを地域の事業

者がどう有効に活用できる条件を整備していくのか

が課題となる中で、今後の政策立案への大きな貢献

が期待される。 



○ 地域ブランドと実際の価格への影響、品質・生産基

準の有無、今後の制度への事業者の期待など、より

立ち入った分析がなされた。また、制度面からの整

理は、多面的であり学術的にも高く評価できる。

今後、国内の制度を整備・運営していくうえで、

活用されることが見込まれる。ただし、地域ブラ

ンドの効果、評価については、方法論を含めて今

後、研究の余地が残されている。 

○ 学会等で成果の講演が行われており、実務書にも成

果が掲載されている。 

○ GIの位置づけが他のブランド認証との関係で不明確

であった。独自の商品基準の設定などによる差別化

はともかく、GIを始めとして認証制度を持つことは

、ブランド化の要件ではないと思われる。認証を取

得しなくても地域ブランド化している事例との相対

化が必要であった。 

今 後 の 対 応 方 針  

 

○ 本プロジェクト研究は平成28年度で終了となることから

、該当する研究課題については、平成29年度から始まる

新たなプロジェクト研究「我が国農産物の需要フロンテ

ィア開拓と新たなバリューチェーンの構築に関する研究

」（以下、「需要拡大プロ））に引継ぎ、対応すること

とする。 

○ ただし、従来の品目別研究については、品目ごとの特性

が異なり課題設定として整合性がとりづらいことから小

課題としては設定せずに、需要拡大プロの各研究小課題

の中で品目ごとにアプローチすることとする。また、品

目によっては複数人で対応するような研究体制を構築す

る。 

○ 食料品アクセスについては、政策的示唆への対応を図る

ため、引き続きアクセス困難者の賦存状況や食料消費の

偏り等に関するデータのアップデートを図るとともに、

農村地域のアクセス改善策とその成立条件等の明確化を

図る。 

○ 地域ブランドについては、地理的表示保護制度のより一

層の普及促進に資するため、今後は地理的表示登録の活

用方策や効果に関する調査・分析を進める。また、地域

ブランドと地理的表示との関係等についても整理する。 

○ 各小課題において、最終報告書の作成及び学会などを通

じて幅広く研究成果を発信する。 

 


